
地方税法施行令 

（法第七百一条の三十四第三項第十号の五の老人福祉施設） 
第五十六条の二十六の四 法第七百一条の三十四第三項第十号の五に規定する政令で定める老
人福祉施設は、老人福祉法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンター、同法第二十
条の三に規定する老人短期入所施設、同法第二十条の四に規定する養護老人ホーム、同法第二十
条の五に規定する特別養護老人ホーム、同法第二十条の六に規定する軽費老人ホーム、同法第二
十条の七に規定する老人福祉センター及び同法第二十条の七の二に規定する老人介護支援セン
ターとする。 
 


